
 

 

 

 

● 保険は預金ではなく保険商品であり、預金保険の対象ではありません。 

● 当金庫は保険の募集代理店です。当金庫は、募集代理店として契約の媒介

（または代理）を行いますが、契約の相手方は当金庫ではなく引受保険会

社となります。 

● 万一、引受保険会社が破綻した場合には、生命保険契約者保護機構または

損害保険契約者保護機構により保護の措置が図られますが、ご契約の際に

お約束した保険金額・給付金額等が削減されることがあります。 

● 法令等の定めにより、当金庫が取扱うことのできる保険商品のうち医療・

がん保険ならびに学資保険につきましては、ご加入いただける保険金額等

に制限を受けたり、また、お申込みいただけない場合があります。 

● 保険のお申し込みの有無がお客様と当金庫との他のお取引に影響を与え

ることはありません。 

● ご検討にあたっては、各商品の「パンフレット」、「契約概要・注意喚起情

報」、「ご契約のしおり・約款」等を必ずご覧ください。 

● 詳しくは、当金庫の保険販売資格をもつ生命保険募集人にご相談ください。 

 

 

〔個人年金保険のリスクについて〕 

● 個人年金保険は、元本が保証された商品ではありません。 

● 個人年金保険商品によってご契約時の契約初期費用のほか、保険関係費

用・資産運用関係費用・年金管理費用等がかかる場合があります。また、

ご契約から一定の期間内に解約された場合、解約控除（費用）がかかる場

合があります。詳細については各商品の「パンフレット」「契約概要・注意

喚起情報」「ご契約のしおり・約款」等でご確認ください。 

● 個人年金保険商品の中には値動きのある株式や債券等で運用するタイプ

（変額個人年金）もあり、市場の変動等により積立金額、解約返戻金額は

払込保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。 

（（個個人人年年金金保保険険・・終終身身保保険険・・医医療療保保険険･･ががんん保保険険・・学学資資保保険険））  


